
 
佐
賀
県
告
示
第
百
八
十
一
号 

 

佐
賀
県
中
小
企
業
特
別
対
策
資
金
融
資
制
度
要
綱
（
平
成
八
年
佐
賀
県
告
示
第
百
六
十
五

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
五
月
三
十
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

佐
賀
県
知
事 

 

古 
 

川 
 
 
 
 

康 
 

 

第
六
条
第
三
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

ヘ 

東
日
本
大
震
災
緊
急
対
策
資
金 

 

別
表
の
経
営
革
新
支
援
貸
付
の
項
中
「中

小
企
業
の
新
た
な
事
業
活
動
の
促
進
に
関
す
る

法
律

」
の
次
に
「（

平
成
1
1
年
法
律
第
1
8
号
）

」
を
、「伝

統
的
工
芸
品
産
業
の
振
興
に
関
す

る
法
律

」
の
次
に
「（

昭
和
4
9
年
法
律
第
5
7
号
）

」
を
、「中

小
小
売
商
業
振
興
法

」
の
次
に

「（
昭
和
4
8
年
法
律
第
1
0
1
号
）

」
を
、「低

開
発
地
域
工
業
開
発
促
進
法

」
の
次
に
「(

昭
和

3
6
年
法
律
第
2
1
6
号
）

」
を
、「農

村
地
域
工
業
等
導
入
促
進
法

」
の
次
に
「（

昭
和
4
6
年
法

律
第
1
1
2
号
）

」
を
、
「過

疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法

」
の
次
に
「（

平
成
1
2
年
法
律
第

1
5
号
）

」
を
加
え
、
同
表
の
経
営
安
定
化
貸
付
の
項
中 

 
災
害
復
旧

資
金
 

知
事
が
認
め
る
特
定
の

地
域
に
お
い
て
、
天
災
又
は

こ
れ
に
準
ず
る
災
害
で
知

事
が
認
め
る
も
の
に
よ
る

被
害
を
受
け
、
経
営
の
安
定

に
著
し
い
影
響
を
受
け
た

中
小
企
業
者
で
、
当
該
被
害

を
受
け
た
こ
と
に
つ
い
て

当
該
事
業
所
の
所
在
地
を

区
域
と
す
る
市
町
長
そ
の

他
知
事
が
必
要
と
認
め
た

者
（
以
下
「
市
町
長
等
」
と

い
う
。
）
の
証
明
を
受
け
た

も
の
が
知
事
が
別
に
定
め

る
期
間
内
に
災
害
復
旧
を

行
う
た
め
に
必
要
と
す
る

事
業
資
金
 

市
町
長
等

の
証
明
す

る
被
害
金

額
（
当
該

被
害
金
額

が
3
,
0
0
0

万
円
を
超

え
る
場
合

は
、
3
,
0
0
0

万
円
）
 

運
転
資
金

1
0
年
以

内
 

 
 

１
 
原
則
と

し
て
、
月

賦
償
還
と

す
る
。
 

２
 
１
年
以

内
の
据
置

期
間
を
置

く
こ
と
が

で
き
る
。
 

原
則
と
し
て
、
保

証
協
会
の
保
証

付
き
と
し
、
保
証

協
会
は
、
必
要
に

応
じ
、
物
的
担
保

又
は
連
帯
保
証

人
を
徴
求
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

 

を 
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災
害
復
旧

資
金
 

知
事
が
認
め
る
特
定
の

地
域
に
お
い
て
、
天
災
又
は

こ
れ
に
準
ず
る
災
害
で
知

事
が
認
め
る
も
の
に
よ
る

被
害
を
受
け
、
経
営
の
安
定

に
著
し
い
影
響
を
受
け
た

中
小
企
業
者
で
、
当
該
被
害

を
受
け
た
こ
と
に
つ
い
て

当
該
事
業
所
の
所
在
地
を

区
域
と
す
る
市
町
長
そ
の

他
知
事
が
必
要
と
認
め
た

者
（
以
下
「
市
町
長
等
」
と

い
う
。
）
の
証
明
を
受
け
た

も
の
が
知
事
が
別
に
定
め

る
期
間
内
に
災
害
復
旧
を

行
う
た
め
に
必
要
と
す
る

事
業
資
金
 

市
町
長
等

の
証
明
す

る
被
害
金

額
（
当
該

被
害
金
額

が
3
,
0
0
0

万
円
を
超

え
る
場
合

は
、
3
,
0
0
0

万
円
）
 

運
転
資
金

1
0
年
以

内
 

 
 

１
 
原
則
と

し
て
、
月

賦
償
還
と

す
る
。
 

２
 
１
年
以

内
の
据
置

期
間
を
置

く
こ
と
が

で
き
る
。
 

原
則
と
し
て
、
保

証
協
会
の
保
証

付
き
と
し
、
保
証

協
会
は
、
必
要
に

応
じ
、
物
的
担
保

又
は
連
帯
保
証

人
を
徴
求
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

東
日
本
大

震
災
緊
急

対
策
資
金
 

東
日
本
大
震
災
に
対
処

す
る
た
め
の
特
別
の
財
政

援
助
及
び
助
成
に
関
す
る

法
律
（
平
成
2
3
年
法
律
第
4
0

号
）
第
1
2
8
条
第
１
項
各
号

に
掲
げ
る
中
小
企
業
者
で
、

経
営
の
安
定
に
支
障
を
き

た
し
て
い
る
も
の
が
必
要

と
す
る
事
業
資
金
 

8
,
0
0
0
万

円
 

1
0
年
以
内
 

 
１
 
原
則
と

し
て
、
月

賦
償
還
と

す
る
。
 

２
 
２
年
以

内
の
据
置

期
間
を
置

く
こ
と
が

で
き
る
。
 

 

 

に
改
め
る
。 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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